
 

感染症を疑う症状（37.5℃以上の発熱、風邪の症状、強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ(呼吸困難)など） 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

              

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

【問い合わせ先 保健管理センター メール：c_hoken@office.otaru-uc.ac.jp  、電話：0134-27-5266 】 

受診 

はい 

出席停止となる感染症 
（新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、水痘、麻しんなど） 

いいえ 

医療機関で「感染症を疑う症状の健康観
察表」右ページの感染症登校許可証明書
に記載をしてもらう。 
「感染症疑う症状の健康観察表」を用い
て毎日朝、夜の 2 回健康調査を実施し、
記録する 
 
 

症状が改善した 

以下①～④の全てを満たしている状態です。 

①「朝・夜」の 2回連続の検温で 37.4℃以下であること 

②鼻水、咳などの風邪症状が消失している又は軽減していること 

③強い倦怠感、呼吸困難がないこと 

④嗅覚、味覚障害がないこと（慢性的な嗅覚、味覚障害を除く） 

 

「感染症を疑う症状の健康観察表」左ページを切り取り、保
健管理センタ―にメール送付し証明を受ける。 
医療機関の領収書のコピーなど受診がわかる書類を添付する。 
※診断書を発行してもらう必要はありません。 

登校許可された日になった 

「感染症疑う症状の健康観察表」と感染症登校許可
証明書の左右を切り離さずに保健管理センタ―にメール送
付し証明を受ける。 

「感染症疑う症状の健康観察表」を用い
て毎日朝、夜の 2 回健康調査を実施し、
記録する 


